
62 円切手

を貼って

ください

郵便はがき

消費者及び食品安全担当大臣　

　　　　江﨑 鐵磨様

遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン

〒169-0051 新宿区西早稲田 1-9-19-207　日本消費者連盟内

〒100-8914

 

東京都千代田区永田町 1-6-1

内閣府

62円切手

を貼って

ください

郵便はがき

座長　湯川剛一郎様

遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン

〒169-0051 新宿区西早稲田 1-9-19-207　日本消費者連盟内

〒108-8477　

東京都港区港南 4-5-7

東京海洋大学 ３号館３階

遺伝子組換え表示制度に関する検討会

62円切手

を貼って

ください

郵便はがき

長官　岡村　和美様

遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン

〒169-0051 新宿区西早稲田 1-9-19-207　日本消費者連盟内

〒100-8958

 

東京都千代田区霞が関 3-1-1 

中央合同庁舎第 4号館

消費者庁

「すべての遺伝子組み
    換え食品に表示を！」
の声を、政府や検討委員に届けよう

2017 年４月から、消費者庁が遺伝子組み換え表示

制度の見直しのため、毎月１回程度の割合で有識者

による検討会を開いています。今年度中には方針が

決められる予定ですが、10 人の検討委員のうち、

消費者代表が３人しかいないなど、先行きが危ぶま

れる状況です。現在は制度の欠陥から、遺伝子組み

換え原料を含む大部分の食品が表示義務を免れてい

ます。しかし、わたしたち消費者には知る権利・選

ぶ権利があります。すべての遺伝子組み換え食品に

きちんと表示をしてほしい！　というわたしたちの

声を届けましょう！

裏面のメッセージ欄に一言お書き添えのうえ、切手

を貼って投函してください。キャンペーン期間は

2017 年 1１月末日までです。

遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン
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